
事業者名：東日本電信電話株式会社

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

山梨県

長野県

合　　　計

　３　「都道府県」の欄に記載する都道府県の順序は、日本工業規格都道府県コードの番号の
　　順序によること。
　４　記載する都道府県の数に応じ、項を適宜増減すること。

　５　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。

35,582 7,866 43,448

797 273 1,070

注１　アナログ公衆電話及びデジタル公衆電話ごとに別葉とすること。

  ２　第一種公衆電話機及び第一種公衆電話機以外に分けて記載すること。

1,831 469 2,300

834 353 1,187

3,102 906 4,008

3,657 518 4,175

7,269 452 7,721

2,809 1,070 3,879

1,450 440 1,890

2,257 219 2,476

1,593 442 2,035

1,308 419 1,727

1,021 293 1,314

1,768 416 2,184

548 348 896

1,015 152 1,167

　都　道　府　県
区　　　　分

合　　　　計
第一種公衆電話機 第一種公衆電話機以外

様式第２（第２条第１項関係）

電気通信役務契約等状況報告

都道府県別設置台数

2020年3月31日現在

サービスの種類：アナログ公衆電話　　

2,900 916 3,816

1,423 180 1,603



事業者名：東日本電信電話株式会社

北海道

青森県

岩手県

宮城県

秋田県

山形県

福島県

茨城県

栃木県

群馬県

埼玉県

千葉県

東京都

神奈川県

新潟県

山梨県

長野県

合　　　計

　３　「都道府県」の欄に記載する都道府県の順序は、日本工業規格都道府県コードの番号の
　　順序によること。
　４　記載する都道府県の数に応じ、項を適宜増減すること。

　５　用紙の大きさは、日本工業規格Ａ列４番とすること。

22,401 3,476 25,877

848 114 962

注１　アナログ公衆電話及びデジタル公衆電話ごとに別葉とすること。

  ２　第一種公衆電話機及び第一種公衆電話機以外に分けて記載すること。

956 97 1,053

231 82 313

1,179 103 1,282

2,161 673 2,834

7,999 322 8,321

2,642 710 3,352

530 62 592

1,250 59 1,309

602 76 678

697 177 874

294 102 396

556 252 808

236 70 306

291 75 366

　都　道　府　県
区　　　　分

合　　　　計
第一種公衆電話機 第一種公衆電話機以外

様式第２（第２条第１項関係）

電気通信役務契約等状況報告

都道府県別設置台数

2020年3月31日現在

サービスの種類：ディジタル公衆電話　　

1,599 436 2,035

330 66 396


